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令和7年7月 25日(金)                  門外不出 第222号 

 
いよいよ本格的な夏の到来を感じるこの頃です。７月中旬より、一段と暑さが増し今年も猛暑とな

っております。特に、熱中症になる方が増えています。熱中症対策には水分補給と塩分摂取が効果的

です。利尿作用がある、コーヒーや日本茶等、カフェインが多い飲み物や過剰な糖質を含む飲み物は

なるべく飲まない様にし、お水・スポーツドリンク・麦茶・野菜ジュース等をこまめにお取り下さい。

体調管理には十分お気を付け下さい。 

2025年 7月 20日(日)に参議院議員選挙が行われ、自民・公明 両党は、目標に掲げた 50議席を下

回り、非改選を含めて参院全体の過半数を割り込んでしまいました。与党の過半数割れに伴う今後の

政局の混迷等でライドシェア新法導入の議論が活発化しないよう注視が必要となっています。又、個

人タクシーを応援する議員連盟の事務局次長の、赤池まさあき参議院議員が落選してしまい、ライド

シェア導入に反対をして頂いていた方だったので非常に残念です。 

8月 3日(日)に横浜市市長選挙が投開票となります。立候補者は、現職の山中竹晴市長と新人 5人

の計6人での選挙となります。組合員の皆様も市政を担う大事な選挙ですので、是非、投票に行って

下さい。 

 ライドシェア新法については、タクシー業界・個人タクシー共に断固反対して行きます。特に横浜

市には、通称送りと言う白タクが、約 200台位います。この送り(白タク)は通常は、夜の仕事をして

いる従業員を仕事が終わったら自宅迄送り届けます、又、お店と親しくなるとお客様も乗せて行くこ

ともあります。この様な人達がライドシェアに入ってくると、タクシー業界は壊滅してしまいます。

絶対に阻止しなければいけないと思います。ライドシェア新法は絶対阻止致します。 

 Iターン・Uターンについては、今年神奈川県では1名の事業者が北海道にUターンが認可され、そ

の他もう１名が U ターンの事業計画変更認可申請を出しています。今後、組合員の方で I ターン・U

ターンを希望される方がいらっしゃいましたら、組合としても応援して参ります。 

 

関東運輸局自動車交通部旅客第二課長より 

妊婦(妊産婦)の方に対して、移動支援としての公共的割引を取り扱うよう通知が来ました。個人タ

クシーも公共交通機関の移動手段として、1割引をして頂きたいとの事です。 

妊婦割引  １割引・・母子健康手帳の提示があった時に適用。 

妊産婦割引 １割引・・産後は、乳児と乗車する場合であって、かつ、母子健康手帳の提示があっ

た時も適用。組合員全員の申請を致します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

乗って安心・安全な個人タクシーと言われるように、組合員・役員が一致団結して取り組みしまし

ょう。組合員各位のご協力を心よりお願い申し上げます。 

                                神奈川個人タクシー協同組合 

                                    理事長 安部 廣行 
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一般報告 

 

1. 譲渡譲受認可について 

令和7年6月19日(木)付 認可 

譲渡者 年齢 譲受者 年齢   住所・勤務(出身)会社 

(中) 横尾  滋 78 
   すぎはら ゆきひろ 

杉原 幸広 
49 

港南区笹下7－19－4－402 

横浜交通(株) 港南営業所 

(中) 長谷川 一広 72 
   ふじさわ かつまさ 

   藤澤 克眞 49 
青葉区荏子田3－12－15－201 

神奈川都市交通(株) 青葉営業所 

(南) 赤木 蒸治 77 
   なかい たかひろ 

中井 貴博 
53 

横須賀市東逸見町6－60－102 

京急文庫タクシー(株) 本社営業所 

   令和7年6月26日(木)付認可 

     譲渡者 年齢     譲受者 年齢      住所・勤務(出身)会社 

 

(北) 池田  修 

 

63 

えんどう まさし 

   遠藤 雅士 

 

  39 

泉区中田東4－44－19 

飛鳥交通神奈川(株) 井土ヶ谷営業所 

   令和7年7月3日(木)付認可 

     譲渡者 年齢 譲受者 年齢      住所・勤務(出身)会社 

(横須賀協組) 

    中田 和幸 

 

 77 

 こううち みつお 

  香内 満夫 

 

  53 

横須賀市山科台 47－14 

京急三崎タクシー(株) 本社営業所 

 

2. 組合員事業廃止について 

   (中)横尾  滋   78歳        令和7年6月19日                  譲渡廃業 

   (中)長谷川 一広  72歳                令和7年6月19日                  譲渡廃業 

   (南)赤木   蒸治  77歳                令和7年6月19日                  譲渡廃業 

   (北)池田    修   63歳                令和7年6月26日                  譲渡廃業 

   (南)輿石 富二雄 77歳        令和7年6月27日         一般廃業 

  (南)大塚  建治 79歳        令和7年6月30日         一般廃業 

   長い間、神奈川個人タクシー協同組合をご支援頂き有難うございました。 

   さらに、譲渡にご協力頂き心よりお礼申し上げます末永くお元気でお過ごしください。 

 

3. 組合事務所夏期休業について(6月支部会報告済み) 

  事務所夏期休業  令和7年8月9日(土)～8月17日(日)迄 9日間のお休みです。 

※ 夏期休業中の交通事故への対応は、応援が必要な場合は無線室へ連絡をして下さい。 

  加害事故の場合は、東京海上日動火災フリーダイヤル TEL 0120－119－110 に電話連絡をして下 

さい。夜間休日 24間対応です。   8月18日(月)より平常通りとなります。 

 

4. 各企業の夏休みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 

  各社夏休み期間については別紙にてご確認下さい。 

 

5. 総会議案書差替えについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 

  第 52回総会議案書39ページ、第 10号・第11号議案の差替え文書を同封いたしますので総会議

案書に差し込んでください。 
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6. 健康診断実施について   

  実施日  令和7年8月7日(木)・8日(金) 

     ※午前の受付時間が11時30分迄に変更となっておりますのでご注意下さい。 

     時 
日 

9:00～12:00 
受付は11:30迄に 

13:00～15:30 
受付は 15:20迄に 

8月7日(木) 
中 北 

南(旧金沢) 

8月8日(金) 
東 西 

南(旧磯子) 

                                                    (12:00～13:00は昼休み)  
受診料 定期健康診断 6,050円(血液検査・心電図検査を含む) 
オプション検査 ① 肝・胆・痛風1,650円  ② PSA(前立腺)2,200円  

・午前：朝食を控えて下さい 
・午後：軽めの朝食を 9時迄、昼食は控えて下さい。 
当日現金不要、10月組合費で徴収予定。 

※ 深夜(22時～5時)営業事業者は年2回、昼間営業事業者は年 1回の健康診断が義務付けられて 
おり違反者は行政処分の対象です。 

※ 組合健康診断(一般診断)を受診した方の結果票は9月中旬に自宅へ届きます。 
※ 磯子警察より路上駐車の厳重注意を受けていますので、車でのご来場はご遠慮下さい。 

 

7. 令和7年度事故防止対策支援推進事業において実施する補助金事業について(国土交通省) 

   補助対象事業者  一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー) 

  補助事業の概要  先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援 

   ※ 令和7年4月1日以降に導入したものが補助対象となります。 

  ① 受付期間：令和 7年6月30日～令和8年1月30日 

   ② 車間距離制御装置 + 車線維持支援制御装置・ドライバー異常時対応システム・先進ライト 

  ※ 1車両あたり複数の装置を装着する場合にあって、1車両あたり上限、タクシー150,000円とす 

   る。 

  〇 今年度の申請受付窓口は「(公財)日本自動車輸送技術協会」となります。運輸支局等では受付 

      られません。ご注意下さい。 

   〇 申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間であっても申請受付を終了 

      致します。 

   〇 申請ポータルサイト https://ataj-asv.jp/ 

 

8. 令和7年度 法令 講習会について 

法令講習会日程  

基礎 講習     令和7年9月8日(月)・ 9月16日(火) 2教程2日間 13時～17時45分 

               ※ 法令講習会に初めて参加される方は 必ず2日間参加して下さい。 

本講習・法令   令和7年9月22日(月)～11月 10日(月)  8教程8日間 13時～17時 

                    ※ 最低5回以上出席して下さい。 

運輸局試験日   令和7年11月(日にち未定) 

 

9. 組合員名簿について 

   組合員名簿を希望する方は、3階総務に申し込んでください。 

 

 

https://ataj-asv.jp/
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10. 全国個人タクシー協会関東支部 支部費の改定について 

令和7年7月7日に開催された第 13回通常代議員会において支部費の改定が承認されました。  

平成19年7月以来、18年間現行の支部費により経費削減に努め、業務の効率化と円滑な運営に努 

めてまいりましたが事業者数減少、試験講習会参加者減少、本部からの協会事業費減少による収入 

減少により2年連続の赤字決算となりました。  

この様な状況の中、財政健全化を図り業務遂行に支障を来すことなく、確実で円滑に事業を推進す 

るために支部費を一人当たり月額 150円の値上げが決定されました。   

1．改定される月額支部費額  現 行 350円 → 改定後 500円   

2．支部費額変更月      令和7年11月分支部費より 

 

11. 東個協電子チケット取扱いについて 

    東個協では契約顧客の利便性を鑑み、日立ソリューションズクリエイトが提供する電子チケット 

    サービスを開始しております。この電子チケットは、タクシー業界における電子化を先導するシ 

ステムとして導入したものです。しかしながら、現行では東個協の三交通圏のみしか使用できず、 

契約顧客から全国で使用出来ないかと要望を受けています。つきましては東個協電子チケット取 

扱いに賛同し当組合も参加致します。後日、個別 QRコードを事業者全員に配布致します。 

 

12. 運転日報について 

  「旅客自動車運送事業運輸規則」に記録が必要とされている項目で、事業用自動車の自動車登録 

番号等(当該自動車を識別出来る記号・番号等)・業務の開始時刻記載が必要となります。 

 

13. 選挙宣伝カーについて 

    7月23日(水)～25日(金)・7月29日(火)～31日(木)の6日間、昼と夜の時間帯に選挙宣伝カー

が休憩室前の駐車場に一台停めますのでご協力をお願い致します。 

 

14. 妊婦(妊産婦)割引の取扱いについて 

   妊婦(妊産婦)割引の申請を組合で組合員全員の申請を致します。割引率 10％で申請します。 

 

15. ニッパツシーガルズ(女子サッカー なでしこリーグ)の試合観戦の募集について 

    日本発条(株)様(当組合チケット契約先)の要請もあり、下記日程の公式戦が無料にて観戦・応援

が出来ます。希望者は、無線常務 神田又は、理事 伊藤 義一(090－3091－6353)までご連絡下さ

い。 

記 

         

          8/31(日) 16：00 ニッパツ三ツ沢球技場  VS   日体大SNG 戦 

          9/14(日) 15：00     同     上    VS      スフィーダ世田谷 FC 戦 

     9/27(土) 15：00   同     上    VS      伊賀FCくノ一三重 戦 

 

16. 喫煙行為でタクシーセンターの指導について 

    横浜駅東口・上大岡駅・川崎駅で喫煙の苦情がタクシーセンターに入り、本人が喫煙をしていた

と認めると、1 回でも街頭指導を行います。駅のタクシー待機所などでタバコの喫煙は、絶対行

わないで下さい。よろしくお願い致します。 
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17. メール機能利用による一斉同報発信の登録を募集中  

緊急連絡又は組合情報はメール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専用メ- 

ルアドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率 80%以上を目標といたします。よろしくご協力を

お願いいたします。 

kkk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 

※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 

 

 
 

共済事業部報告 

 

1. 6月度事故報告  

 

 

 
 
 
 
 
 
2. 6月中発生事故の傾向と対策について 
  加害事故4件、被害事故3件、双方事故2件、自過失事故2件でした。 
   駐車スペースから発進した際、前方不注意で歩行者と接触する事故がありました。右左折時は他の

車両及び歩行者に対して安全確認をしましょう。  
 

3.  令和7年年8月度ＬＰＧ販売価格について 
掛売  128,7円(117円＋消費税 11,7円) 1円値下がりです 

 

4.  自動車保険継続のお手続きについて 

自動車保険更新日の 1か月前迄の契約にご協力をお願い致します。（組合の手数料収入の維持につ 

ながります。）組合保険窓口もしくはお電話で契約更新の確認をさせて頂き、保険料のお支払につ 

いては現金一括（保険更新日までにお支払い下さい）又は組合の親睦会制度を利用しての立替払い 

10回分割・一括より選べます）となります。 

 

5. 東京海上日動火災保険 2025年10月実施の自動車保険料改定について 

2024年11月以降支部会報告・神個情報にて 2025年1月の保険改定で保険料が増加していると 

お知らせしてきましたが、1月以降も物価上昇が続き労務費の上昇分が工賃に転嫁される等、保 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

（ ）内の数字は人身 

本年当月発生件数 

(2) 

4 

 

3 

   

2 

 

2 

 

0 

 

11 

 

2 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

(3) 

5 

 

2 

   

3 

  

0 

(1) 

1 

 

11 

 

4 

前年度と比較   -1    +1   +1 +2 -1 ±0 -2 
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険金単価が急激に上がっていることを受け、東京海上日動火災保険は 2025年10月にも保険料改 

定を実施します。1年間に 2回の保険料改定は異例の事態です。 

10月の保険料改定による値上げは 自動車保険全体としては 8.5％とされているものの、個人タ 

クシー（営業車 D）の自動車保険料は 15％の値上げとなり、1月の改定での値上げと合計すると 21 

～25％(付帯する特約によって前後します)程度となります。現契約に事故の無い方でも更新後保 

険料は 35,000円～60,000 円程度の上昇が見込まれます。ご理解のほど、宜しくお願い致します。 

 

6. 自賠責保険の加入について 

営業車の自賠責保険につきまして、是非組合で加入して下さるようご協力をお願い致します（解 

約・車両譲渡時なども組合でお手続きが可能です）。継続車検時の保険料は 32,960 円（現金のみ 

取扱）となります。車検証記録事項（A4サイズ）・現在の自賠責証明書を確認致しますので必ず持 

参して頂き、車検入庫前にご加入下さい。尚、窓口にいらっしゃることが難しい場合は保険係に 

お電話頂ければご相談に応じます。 

 

7. 自家用バイク等自賠責保険のステッカー（標章)交付について 

自家用バイク等の自賠責保険を組合で加入して頂く場合、ステッカー（標章）の当日交付が出来ま 

せん。 1週間程度お時間を頂き 後日郵送致します。余裕を持ってご加入下さい。 

 

8. グループ生命保険（旧団体生命保険） 令和7年度保険料確定について 

今年度の加入者数が確定し 保険料が決定されましたのでお知らせ致します。加入者の方へは 5月 

にパンフレットを配布しておりますが、パンフレットに載っている保険料は予定の金額です。以下 

のとおり変更となります。 

死亡・高度障害保険金 
令和6年度 

保険料 

令和7年度 

確定月額保険料 
差額 

1,000万円 13,900円 14,600円 ＋700円 

800万円 11,180円 11,740円 ＋560円 

500万円 7,100円 7,450円 ＋350円 

300万円 4,260円 4,470円 ＋210円 

グループ生命制度 加入者の方には2025年6・7月請求の組合費において、令和6年度保険料で 

請求しておりますので、8月請求の組合費では差額を調整した保険料を、9月分組合費より上記 

令和7年度確定月額保険料を請求致します。対象となる方には案内文書を組合員ファイルにお入 

れしました。宜しくお願い致します。 

 

 

外部報告 

 

1．  磯子交通安全協会 

        夏の交通事故防止キャンペーン 

    日  時  令和7年7月11日(金)         15：30 ～ 

    場  所  JR新杉田駅前交番 

 

2.  (一社)全国個人タクシー協会  

         第13回定時総会 

   日  時  令和7年7月 23日(水)         13：00 ～ 

   場  所  個人タクシー会館   中野区弥生町 
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3. 神奈川県タクシーセンター 

         街頭査察 

   日  時  令和7年7月25日(金)         15：00 ～ 

   場  所  大船駅～戸塚駅～横浜駅 

 

4. (一社)全国個人タクシー協会 関東支部 

       輸送の安全管理研修会 

日  時  令和7年７月30日(水)           13：00 ～ 

場  所  個人タクシー会館   中野区弥生町 

 

5. (一社)全国個人タクシー協会 関東支部 

        中核リーダー養成研修会 

  日  時  令和7年8月 1日(金)            13：00 ～ 

 場  所  個人タクシー会館   中野区弥生町 

 

6.   横浜商工会議所  

              GREEN×EXPO 2027開催支援各団体連絡会 

   日    時  令和7年8月4日(月)          13：00 ～ 

   場  所  ホテルニューグランド  山下町 

 

 

無線営業部報告 

 

1. 6月度配車状況 

受注数   配車数    不能数     配車率 

    本 年 度    2,368件  1,513件   855件    63.9% 

    昨 年 度    3,142件  2,001件  1,141件    63.7% 

     増 減 数    －774件  －488件  －286件 

      対   比    －24.36%   －24.39%   －25.07% 

 

2. チケット無効報告   １件 

契約者名称       神奈川美研工業㈱ 

住    所    横浜市泉区弥生台50番9 

電話  番号    045-395-0153 

お客様コード   1015-000 

チケット番号   №729871～729875 5枚  

チケット色     イエロー 

摘   要    上記のチケットは 2025 年 7月 8 日付を以って紛失致しましたので共通利

用無効をご通知致します。               神奈川個人タクシー協同組合 

 

3. チケット新規契約    0件 

 

4. チケット係からの連絡 

①組合員の皆様へ、領収書の再発行依頼が多数寄せられています。お客様には領収書を差し上げて

下さるよう宜しくお願い致します。 
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②首都高速道路公団を配車された組合員様は領収書を 2枚発行して下さい。1枚はお客様へ、1枚                

はチケットに添付されます様、お願い致します。(お客様にお渡しする領収書計算書、未収書で

も可) 

③日付け限定のＪＴＢのタクシーチケットは限度額を超えての請求は出来ません。各自、日付と限

度額にはご注意下さい。(日付を跨いでの使用は可能です) 

 

5. 無線室からの注意事項 

①稼働中の服装について、ワイシャツ・ネクタイで稼動して下さい。今後、ノーネクタイでの稼働

が発覚した場合は無線停止等の処罰の対象となりますのでお気を付け下さい。 

②無線配車を受けた移動局は、必ず応答ボタン(青ボタン)を 2度押して下さい。無線室モニターで 

移動局がデータを確認されたことが分かりますので宜しくお願い致します。 

③無線室への入室は禁止となっています。御用の場合は役員室にお声掛けをお願い致します。又、

オペレーターへの直接電話でのクレームはお止め下さい。無線配車についてのクレーム等は直

接、無線常務神田まで宜しくお願い致します。 

④即時配車で無線を受けた際、現着しお声掛けをした5分後に運賃メーター器を「賃走」に操作す 

る事。尚、関東運輸局長承認済みの「タクシー運賃・料金の変更に伴う改定運賃の実施方につい

て(平成19年11月2日)」によるとお客様にお声掛けした際、5分後に運賃メーター器が賃走に

なる旨を説明せず、賃走にした場合は違法行為となるそうです。 

⑤無線番号のシールを車輌に３か所貼り付けていない組合員がいる様です。発覚次第、無線委員会 

による処罰の対象となります。 

 

6． 組合員の皆様へお願い 

①お客様からクレームがあった際、ドライブレコーダーの映像が上書きされ、記録されていない事 

が多くあります。クレームになった又なりそうだった場合はSDカードを取り換えて保存して頂

く様お願い致します。尚、SDカードは定期的な取り換えをおすすめします。 

②新年に入りお客様より直接、陸運支局へ苦情が入るケースが増えています。各事業者の皆様には 

個人事業主として良識ある言動をお願い致します。「乗せていただいてる」「乗っていただいてる」

というお客様と乗務員の関係を基本と心掛けて頂く様、お願い致します。 

③現在、法人のタクシー会社は１００％電子決済が可能な状況です。しかし、個人タクシーに至っ  

ては決済は現金のみという事業者が未だ多く、苦情のお電話が殺到しております。時代の変化と

共に、お客様のニーズにも対応して頂きたくお願い申し上げます。 

 

7. 利用者から最近寄せられた事例の一部を紹介致します。  

■事例 1   

乗った途端、『いまこの業界は忙しいの？』と聞かれ、愛想を悪くするのも申し訳ないので対応し 

ていたら内容がエスカレートしてきて自身の性体験・性癖の話やメンズエステが稼げるなど言っ 

てきました。その場では態度に出さないようにしましたが、とても辛く気分が悪かったです。  

■事例 2  

乗車中にセクハラ被害を受けました。「バストの大きさどのくらいか気になりました」「素敵な胸を 

されていますね」など胸のサイズや見た目などに関する事を言われ非常に不愉快です。そのような 

被害を受けて私が乗車料を払わないといけないのでしょうか。同じような被害を受ける方がいな 

いよう、その方への処分をご検討いただきたいです。  

◆事例1について  

ドライブレコーダーの映像を見ると、お客様は愛想よく会話していましたが、その場の空気を悪く 

する事を考え対応していたためで、内心辛かったとのことです。運転者は普通に対応してもらえて 
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いると勘違いしたため、内容がエスカレートしていました。運転者として不要な会話です。聞かれ 

た事に答えるのは良いのですが、運転者からお客様（特に女性）に関する事を聞く事や、自分の事 

を話すのは控えて下さい。  

◆事例2について  

運転者はこの発言について、「不快に思われる事を言ったかもしれない」と答えていましたが、相 

手が不快に思うか思わないか以前に、不適切な言動はしてはいけません。運転者の発言は、職務に 

関して著しく不適切な行為であり、重大な問題になるセクハラ発言です。運転者として、乗車時の 

挨拶・目的地確認・経路確認忘れ物確認などは会話する必要ありますが、お客様に対し、容姿や個 

人的な事等、余計な発言をしてしまう 

時代遅れの運転者が散見されています。事業者におかれましては、運転者への指導の徹底をお願い 

します。  

 

 

財政部報告 

 

1. 6月分までの賦課金等未納状況   

7月10日(木)14：00時現在 

未納者    53 名          9,304,769 円 

 

2. 未納者への督促及び対策について     

   (8ヶ月)  1名（中1名） 

(7ヶ月)  1名 (東1名)  

(5ヶ月)  3名 (南3名)  

(4ヶ月)  5名（中1名、南3名、北1名） 

(3ヶ月) 11名（西3名、中2名、東2名、南1名、北3名） 

3ヶ月以上の滞納者に対し、督促の通知を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                            

※ 未納計上猶予及び清算確定している金額 

廃業者・・7名  病気・ケガ・・2名  

合計・・・9名   1,927,249 円   

 

3. 令和 7年 6月度 換金チケット枚数・換金額 

        チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

R.6年6月分換金額 6,879 枚 42,087,138 円 6,118 円 

R.7年6月分換金額 6,844 枚 41,241,609 円 6,026 円 

増 減 額 -35 枚 -845,529 円             -92 円 

 

4. 令和 7年 6月度 神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額 

 チケット枚数 換金額  １枚当たり｢参考」    

R.6年6月分換金額 5,658 枚 29,614,298 円 5,234 円 

R.7年6月分換金額 5,634 枚 28,797,759 円 5,111 円 

増 減 額 -24 枚 -816,539 円 -123 円 
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5. 令和 7年 6月度 カード会社チケット換金実績 

6月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1365 枚 9,771,009 円          7,158 円 

クレピコ      (4台) 517 件     1,034,250 円 2,000 円 

B M T         (310台) 12,681 件    31,749,820 円          2,504 円 

タイムズペイ   (32台) 948 件     2,635,000 円          2,780 円 

Pay Pay       (270台)  850 件 1,320,200 円          1,553 円 

GO Pay        (120台)  5,594 件     8,570,350 円          1,532 円 

 

6.  令和 6年 6月度 カード会社チケット換金実績 

6月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,408 枚 10,039,028 円          7,130 円 

クレピコ      (4台) 306 件     1,247,880 円 4,078 円 

B M T         (323台) 11,704 件  32,265,577 円          2,757 円 

タイムズペイ   (37台) 1,155 件 3,452,370 円          2,989 円 

Pay Pay       (293台)  682 件 1,053,030 円          1,544 円 

GO Pay        (110台) 3,174 件     7,063,000 円          2,225 円 

 

7. 令和 7年 6月度神奈川個人発行チケット処理（参考資料） 

神奈川個人（窓口）        3,332 枚 11,992,810 円 3,599 円 

横浜個人 816 枚 8,479,550 円 10,391 円 

川崎個人 26 枚 252,950 円 9,729 円 

川崎第一個人 5 枚 80,420 円          16,084 円 

横須賀個人            1 枚 23,080 円 23,080 円 

浜恊個人 236 枚 1,807,130 円 7,657 円 

県央個人 3 枚 29,870 円 9,957 円 

東京個人  117 枚 1,720,010 円 14,701 円 

その他 6 枚 50,840 円          8,473 円 

    合   計      4,542 枚 24,436,660 円           5,402 円 
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8. 親睦会特別報奨金の支払い及び廃業慰労金の徴収について 

6月 廃業者  6名 

支部  氏 名    
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金      計   
年 月 

 南   赤木 烝治 33 7 150,000 円 734,810 円 884,810 円  

中 横尾 滋 33 7    150,000 円 734,810 円 884,810 円 

中 長谷川一広 13 0 50,000 円 342,780 円 392,780 円 

北 池田 修 22 9 70,000 円 538,992 円 608,992 円 

南 輿石富二雄 26 1 100,000 円  636,704 円 736,704 円 

南 大塚 建治 24 4 70,000 円 538,992 円 608,992 円 

合計   590,000 円 3,527,088 円 4,117,088 円 

※6月分の廃業慰労金の徴収額は 8,952円となり、8月に請求致します。 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     

9. 帳簿係よりお願い 

① 確定申告の青色申告特別控除（６５万円）を受ける為には普通預金の月末残高が必要です。毎 

月必ず収支明細表の左下の普通預金残高表に記入をして下さい。（チケット等換金分が入金され

るりそな・ゆうちょのみ） 

② 車検をされた場合、科目コードを分けて収支明細表への記入をお願い致します。   

※車検整備代   ［7307 車両修繕費］ 

※重量税・印紙代 ［7722 租税公課］  

※検査手続代行料 ［7838 雑費］    

        ※自賠責保険料  ［7617 車両保険料］ 

 


